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(57)【要約】
【課題】高い難燃性と柔軟性とを有し、さらに適度な粘着性を有する電気・電子機器分野
に好適な熱伝導用成形体を提供する。
【解決手段】（Ａ）液状エチレン・プロピレン共重合体ゴム１００質量部に対し、少なく
とも（Ｂ）有機過酸化物架橋剤１～８質量部と、（Ｃ）金属水酸化物フィラー１００～１
０００質量部とを配合してなり、Ｅ型粘度計により測定される降伏応力が０．１～１００
０Ｐａの範囲にある液状またはペースト状の組成物を成形した成形体であって、シクロヘ
キサン抽出により、下記（式１）で求められるゲル分率ｘが５～６０の範囲になるように
架橋された熱伝導用成形体。
　ゲル分率（ｘ）＝（成形体に含まれるゴム質量のうちシクロヘキサンに不溶の質量）／
（成形体に含まれるゴム質量）×１００・・・（式１）
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）液状エチレン・プロピレン共重合体ゴム１００質量部に対し、少なくとも（Ｂ）
有機過酸化物架橋剤１～８質量部と、（Ｃ）金属水酸化物フィラー１００～１０００質量
部とを配合してなり、Ｅ型粘度計により測定される降伏応力が０．１～１０００Ｐａの範
囲にある液状またはペースト状の組成物を成形した成形体であって、シクロヘキサン抽出
により、下記（式１）で求められるゲル分率ｘが５～６０の範囲になるように架橋された
熱伝導用成形体。
　ゲル分率（ｘ）＝（成形体に含まれるゴム質量のうちシクロヘキサンに不溶の質量）／
（成形体に含まれるゴム質量）×１００・・・（式１）
【請求項２】
　（Ｃ）金属水酸化物フィラーの平均粒径（ｄ５０）が０．５～３０μｍの範囲にあるこ
とを特徴とする請求項１に記載の熱伝導用成形体。
【請求項３】
　さらに、金属水酸化物以外から選ばれる（Ｄ）熱伝導性フィラーを、前記組成物全体に
占めるその体積率（ＸＤ）が下記（式２）で表される範囲内となるように配合したことを
特徴とする請求項１または２に記載の熱伝導用成形体。
　　ＸＤ＋ＸＣ≦０．７・・・（式２）
（式中、ＸＣは（Ｃ）金属水酸化物フィラーの前記組成物全体に占める体積率を表す。）
【請求項４】
　前記成形体が、ＪＩＳ　Ｚ　０２３７に基づくボールタック試験において３以上の粘着
性を有する請求項１～３のいずれか１項に記載の熱伝導用成形体。
【請求項５】
　前記成形体が、ＵＬ－９４　２０ｍｍ燃焼試験にて評価される難燃性レベルがＶ－０で
あることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の熱伝導用成形体。
【請求項６】
　熱伝導性シートであることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の熱伝導用
成形体。
【請求項７】
　（Ａ）液状エチレン・プロピレン共重合体ゴム１００質量部に対し、少なくとも（Ｂ）
有機過酸化物架橋剤１～８質量部と、（Ｃ）金属水酸化物フィラー１００～１０００質量
部とを配合してなり、Ｅ型粘度計により測定される降伏応力が０．１～１０００Ｐａであ
ることを特徴とする熱伝導性非シリコーン液状ゴム組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電気・電子機器内部の発熱部品からの熱を放熱部品へと伝えるために用いられ
る、熱伝導性シートに代表される熱伝導性部材として好適な熱伝導用成形体および組成物
に関し、さらに詳しくは、高い難燃性を有しながら燃焼した際にハロゲンガスを発生させ
ることがなく、また、使用時に低分子シロキサンの発生のない、柔軟でかつ表面に粘着性
を有する熱伝導用成形体および熱伝導性非シリコーン液状ゴム組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の電気・電子機器類は軽薄短小化、高速作動化が進み、そのため内部の電子部品等
における発熱密度は上昇しており、これらの熱を効率よく放散、電子部品を冷却すること
は各電子部品の正常な動作のために重要な課題となっている。これらの、自身の発熱およ
び／または周囲の発熱部品からの熱を受けることにより冷却が必要となる電子部品類（以
降単に発熱部品とよぶ）は、通常、放熱板やヒートシンク等の放熱部品（以降単に放熱部
品と呼ぶ）が取り付けられることで、その熱を大気中や筐体等へ放散させ冷却されている
。その際、発熱／放熱部品間には、空気層をなくし効率よく熱を伝達するために、熱伝導
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性グリス、熱伝導性シートといった熱伝導性部材が塗布もしくは貼り付けて使用されてい
る。
【０００３】
　このうち熱伝導性シートにおいては、発熱部品からの熱を効率よく放熱部品へと伝達す
るため、両部品間に貼り付けた際に、空気層を介在させることなく各部品の表面へと密着
するだけの柔らかさ、および、それ自身の熱伝導率が重要な特性として挙げられる。
【０００４】
　また、このような熱伝導性シートとしては、シリコーンゴム、アクリルゴム、熱可塑性
エラストマー等のポリマーをマトリックスとし、そこに熱伝導性フィラーとして、アルミ
ニウム、銅、銀などの金属、酸化アルミニウム、酸化亜鉛、窒化珪素、窒化ホウ素、窒化
アルミニウムなどのセラミックス、およびダイヤモンド、炭素繊維などカーボン系材料な
どの高い熱伝導率を有する物質の粉体を配合することにより熱伝導率を高めたポリマー組
成物を用いた成形体が一般的に用いられている。
【０００５】
　熱伝導性フィラーを配合することにより熱伝導率を上昇させる場合、配合量が増加する
に従ってポリマーが元来有している柔軟性が損なわれるという問題がある。すなわち、熱
伝導性フィラー等のフィラーの配合量と組成物の柔軟性との間には二律背反の関係がある
。この問題に対し、フィラーを多量に配合した際にも成形体の柔軟性を得るために、熱可
塑性エラストマーなどのポリマーに可塑剤・オイル等が添加したシートが提案されている
。（特許文献１～２参照。）
【０００６】
　しかしながら、可塑剤・オイル等を添加した場合、高温環境下での使用や、長期の使用
、ヒートサイクルが加わることによってそれらが染み出し、ブリードアウトを起こす場合
があるほか、他のポリマー部材との接触（例えば筐体など）によりそのオイル・可塑剤が
被接触物へ移行する場合もあり問題となるため、可塑剤・オイル等の添加は本来好ましく
ない。
【０００７】
　これに対し、多量のフィラーを配合した場合にも柔軟な組成を得る手法として、液状の
ポリマーを用い、これを架橋させる手法が提案されている。（特許文献３～４参照。）
【０００８】
　ところで、このような熱伝導性シートに求められる特性の一つに難燃性が挙げられる。
これは、電気・電子機器類内部の部材として使用される際に、火災に対する安全性の確保
の点から重要であり、特に家電製品などへ利用される部材では安全規格ＵＬ‐９４（Ｕｎ
ｄｅｒｗｒｉｔｅｒ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ，ｉｎｃ．　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｎｏ．
９４　“ｆｌａｍｍａｂｉｌｉｔｙ　ｔｅｓｔｉｎｇ”）における２０ｍｍ垂直燃焼試験
での難燃性評価がＶ‐０であることなど、高い難燃性が求められる場合が多くある。熱伝
導性シートでは発熱部から放熱部へと熱を伝導させる際の熱抵抗を低減させるために２ｍ
ｍ以下の薄いシートが好んで使用されるが、このような薄いシートにおいてＶ－０といっ
た高い難燃性評価を得ることはことさら難しく、難燃性は熱伝導率および柔軟性に加えて
熱伝導性シートにおける重要な課題の一つとなっている。
【０００９】
　ポリマー組成物・成形体の難燃化に関しては、一般的に、成形体に用いられる組成物に
難燃剤を配合することが有効であり、従来では、臭素化合物や塩素化合物といったハロゲ
ン系難燃剤を配合することにより高い難燃性能が得られてきた。
【００１０】
　しかしながら、ハロゲン系難燃剤を配合した組成物を用いると、その組成物・成形体が
燃焼した際に、有害なハロゲン系ガスが発生してしまうため、人体への配慮はもちろん、
特に近年では環境への配慮の点からも好ましくない。
【００１１】
　ハロゲン系以外の有力な難燃剤として、赤リンおよび、リン酸エステル、ポリリン酸と
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いった有機リン化合物を含むリン系難燃剤が挙げられる。しかしながら、赤燐は高温恒湿
条件下において有害なホスフィンガスを発生する、有機リン化合物は加水分解により使用
されているシートそのものを劣化させたり、また使用されている周囲に存在する銅などの
金属を腐食させたりしてしまうおそれがあるなどといった問題点をそれぞれ有しており、
特に電気・電子機器分野でのリン系難燃剤の使用はハロゲン系難燃剤同様好ましくない。
【００１２】
　ハロゲン系およびリン系難燃剤以外の難燃剤としては、水酸化アルミニウム、水酸化マ
グネシウム等の金属水酸化物が挙げられる。金属水酸化物は金属イオンに対して水酸基（
ＯＨ）が結合した組成となっており、加熱されることで金属酸化物と水とに分解するが、
この時の分解に伴う吸熱により燃焼を抑制させる働きを有している。このため、上記のハ
ロゲン系およびリン系難燃剤のように、燃焼した際に有害ガスを発生する、使用時におい
て周囲の他部材に悪影響を与える、などといった懸念がなく、安全・環境への配慮の面か
ら金属水酸化物を難燃剤として使用する傾向が近年では高まっている。（特許文献５～６
参照。）
【００１３】
　しかしながら、金属水酸化物系難燃剤は、上記ハロゲン系、リン系難燃剤に比べて配合
量が高くなるという欠点があり、特に高い難燃性を得るために多量の金属水酸化物系難燃
剤を配合した組成物では、先に熱伝導性フィラーの充填に関して述べたのと同様、柔軟性
の低下や、その他機械物性、成型加工性の低下などが起こるため、金属水酸化物系難燃剤
を使用する際の課題となっている。
【００１４】
　特に、熱伝導用成形体に用いられる組成物は、高い熱伝導性を得るために熱伝導性フィ
ラーを多量に配合する場合が多く、さらに金属水酸化物系難燃剤を多量に配合した場合、
概して、組成物の柔軟性が損なわれ、場合によっては組成物の成形加工が不能になる。そ
のため、熱伝導性シートにおいては、高い難燃性を得るために、上記のハロゲン系難燃剤
もしくはリン系難燃剤に頼っているのが実情である。（特許文献４および７参照。）
【００１５】
　一方で、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウムといった金属水酸化物フィラーを難
燃剤兼熱伝導性フィラーとした発明が公開されている。これは熱伝導性を付与するために
金属酸化物、金属窒化物、金属粉末等の熱伝導性フィラーを配合した場合に比べると熱伝
導率は劣るものの、熱伝導性と難燃性を両立する一つの手段といえる。（特許文献８およ
び９参照。）
【００１６】
　ところで、熱伝導性シート用途の組成物としては、シリコーンゴム等のシリコーンポリ
マーをマトリックスとしたものが好適に用いられている。これは、マトリックスとしてシ
リコーンポリマーを用いた場合に他のポリマーを用いた場合に比較して柔軟な組成物が得
られやすく、また、シリコーンポリマーそのものが有する難燃性のために、他のポリマー
を用いる場合に比べ容易に（難燃剤の配合量が少なくても）高い難燃性をもつ組成物を得
ることができるため、熱伝導性フィラーの添加量を増量でき、柔軟性と熱伝導性と難燃性
を並立しやすいという利点を有するためである。（特許文献１０参照。）
【００１７】
　このように、シリコーンポリマーをマトリックスとした熱伝導性組成物は熱伝導性・柔
軟性・難燃性の観点から優れた特性を持つが、一方でシリコーンポリマー自身に由来する
問題点も指摘されている。
【００１８】
　すなわち、シリコーンポリマー中に残留するシリコーンモノマーおよび／もしくはポリ
マーが分解して生じる低分子量のシリコーン分子がシロキサンガスとして揮発し、これが
電子機器内部において酸化皮膜を形成することにより接点障害を起こすといった問題点で
ある。このため、特に電気・電子機器分野への使用においてはシリコーンポリマー以外の
ポリマーをマトリックスとすることが望まれている。
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【００１９】
　この点を鑑み、シリコーンポリマー以外のポリマーをマトリックスとした熱伝導用途の
組成物およびそれを用いた成形体が提案されている。
【００２０】
　なかでも、特許文献１１では非シリコーン系ポリマーをマトリックスとして用いること
でシロキサンガスの発生が低減された熱伝導用途の組成物が公開されている。しかしなが
ら、架橋剤にシラン系の物質を用いているため、シリコーンポリマーを使用したときに比
べれば少ないものの、やはりシロキサンの発生があるため好ましくない。
【００２１】
　一方、熱伝導性シートは、放熱部品および／または発熱部品に対して粘着性を持つこと
が望まれることがしばしばある。これは、熱伝導性シートを挟み込む両部品をネジで締め
付けるなどし、熱伝導性シートが両部品に十分に密着するように圧力が加わる状態で使用
される場合には不要であるが、そのような条件で使用されることは必ずしも多くはなく、
熱伝導性シート自身に粘着性が求められることが多い。このため、場合によっては熱伝導
性シートに対して粘着剤を別途塗布するなどして使用されることもある。しかしながら、
このように粘着剤の塗布工程を追加するということはコストの面からも製造工程の複雑化
という点でも好ましくないということは言うまでもない。
【００２２】
【特許文献１】特開２００１－３１０９７４号公報
【特許文献２】特開２００２－１２１３５４号公報
【特許文献３】特開２００５－０４８１２４号公報
【特許文献４】特開２００６－０２２２６３号公報
【特許文献５】特開平１５－３１３４３１号公報
【特許文献６】特開２００７－０５６０６７号公報
【特許文献７】特開２００５－２２６００７号公報
【特許文献８】特開平１４－１３８２０５号公報
【特許文献９】特開２００５－１０５０２８号公報
【特許文献１０】特許０３１８２２５７号公報
【特許文献１１】特開２００８－５６７２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　上記現状を鑑み、本発明では、非シリコーンポリマーをマトリックスとして用い、高い
難燃性と柔軟性とを有し、さらに適度な粘着性を有する電気・電子機器分野に好適な熱伝
導用成形体および熱伝導性組成物を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　本発明者らは上記課題を達成すべく鋭意検討した結果、所定の非シリコーン液状ゴム材
料に対し、所定の量の架橋剤および多量の金属水酸化物を配合し、またこれにより組成物
を所定の粘度とすることで、架橋した後に高い難燃性と熱伝導性および、柔軟性と粘着性
とを有する、上記課題を達成する液状ゴム組成物が得られることを見出し、本発明を完成
するに至った。
【００２５】
　すなわち、本発明によれば以下に示す熱伝導用成形体および熱伝導性液状ゴム組成物が
得られる。
（１）（Ａ）液状エチレン・プロピレン共重合体ゴム１００質量部に対し、少なくとも（
Ｂ）有機過酸化物架橋剤１～８質量部と、（Ｃ）金属水酸化物フィラー１００～１０００
質量部とを配合してなり、Ｅ型粘度計により測定される降伏応力が０．１～１０００Ｐａ
の範囲にある液状またはペースト状の組成物を成形した成形体であって、シクロヘキサン
抽出により、下記（式１）で求まられるゲル分率ｘが５～６０の範囲になるように架橋さ
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れた熱伝導用成形体。
　ゲル分率（ｘ）＝（成形体に含まれるゴム質量のうちシクロヘキサンに不溶の質量）／
（成形体に含まれるゴム質量）×１００・・・（式１）
（２）（Ｃ）金属水酸化物フィラーの平均粒径（ｄ５０）が０．５～３０μｍの範囲にあ
ることを特徴とする（１）項に記載の熱伝導用成形体。
（３）さらに、金属水酸化物以外から選ばれる（Ｄ）熱伝導性フィラーを、前記組成物全
体に占めるその体積率（ＸＤ）が下記（式２）で表される範囲内となるように配合したこ
とを特徴とする（１）または（２）項に記載の熱伝導用成形体。
　　ＸＤ＋ＸＣ≦０．７・・・（式２）
（式中、ＸＣは（Ｃ）金属水酸化物フィラーの前記組成物全体に占める体積率を表す。）
（４）前記成形体が、ＪＩＳ　Ｚ　０２３７に基づくボールタック試験において３以上の
粘着性を有する（１）～（３）のいずれか１項に記載の熱伝導用成形体。
（５）前記成形体が、ＵＬ－９４　２０ｍｍ燃焼試験にて評価される難燃性レベルがＶ－
０であることを特徴とする（１）～（４）のいずれか１項に記載の熱伝導用成形体。
（６）熱伝導性シートであることを特徴とする（１）～（５）のいずれか１項に記載の熱
伝導用成形体。
（７）（Ａ）液状エチレン・プロピレン共重合体ゴム１００質量部に対し、少なくとも（
Ｂ）有機過酸化物架橋剤１～８質量部と、（Ｃ）金属水酸化物フィラー１００～１０００
質量部とを配合してなり、Ｅ型粘度計により測定される降伏応力が０．１～１０００Ｐａ
・ｓｅｃであることを特徴とする非シリコーン液状ゴム組成物。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の、（Ａ）液状エチレン・プロピレン共重合体ゴム、（Ｂ）有機化酸化物架橋剤
（Ｃ）金属水酸化物フィラーを少なくとも含む組成物をゲル分率が５～６０（％）となる
ように架橋させることにより得られる成形体は、多量の金属水酸化物を配合することによ
り難燃性と熱伝導性を同時に達成すると共に、アスカーＣ硬度で４０以下という非常に柔
らかくすることができ、また低分子シロキサンの揮発の全くない放熱部材として好適であ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　まず、本発明に係る非シリコーン液状ゴム組成物およびその用途について具体的に説明
する。
【００２８】
（Ａ）液状エチレン・プロピレン共重合体ゴム
　本発明においては、シロキサンの発生源となるシラン系物質を全く含まない（Ａ）液状
エチレン・プロピレン共重合体ゴムおよび有機過酸化物架橋剤を用いるため、シロキサン
の発生による接点障害を引き起こすことがない。また、液状ゴム材料を用いることにより
、高い難燃性および高い熱伝導性を付与するために（Ｃ）金属水酸化物フィラー等のフィ
ラーを多量に配合した組成物を用いても、架橋剤の添加量を適量に調整することにより架
橋後の成形体の柔軟性を保つことができるという特徴を持つ。また、得られる成形体はゴ
ム分子同士が架橋したものであるため、固形ゴム材料に可塑剤／オイル等を添加して柔軟
性を付与した場合と異なり、高温環境下での使用や長期の使用においても可塑剤／オイル
等の染み出し・ブリードアウトが生じない点で優れている。
【００２９】
　本発明において用いられる（Ａ）液状エチレン・プロピレン共重合体ゴムとしては、エ
チレン・プロピレン成分に加え、さらに第三成分として非共役ポリエンを共重合させた、
（Ａ１）液状エチレン・プロピレン・非共役ポリエン共重合体ゴムを用いることができる
が、非共役ポリエン成分が加わることにより架橋反応を効率的に進行させることができる
ため、本発明において特に好適である。
【００３０】
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　（Ａ１）液状エチレン・プロピレン・非共役ポリエン共重合体ゴムの非共役ポリエン成
分は、下記一般式（１）または（２）で表される少なくとも一種の非共役ポリエンから導
かれたものを主成分として含むことが好ましい。これは末端に二重結合を含むため、架橋
反応がより起こりやすいためである。
【００３１】
【化１】

【００３２】
（式中、Ｒ１、Ｒ３は水素原子または炭素数１～１０のアルキル基、Ｒ２は水素原子また
は炭素数１～５のアルキル基を表す）
【００３３】
　また、本発明に用いる（Ａ１）液状エチレン・プロピレン・非共役ポリエン共重合体ゴ
ムが、例えば鎖状非共役ジエン、環状非共役ジエンといった上記式で表される以外のジエ
ン成分を含むことは、本発明の目的とする物性を損なわない範囲であれば、特に制限され
るものではない。
【００３４】
　また、この液状エチレン・プロピレン共重合体ゴムは以下の（１）～（４）の少なくと
も１つを満たしていることが好ましい。
（１）含まれるエチレン単位とプロピレン単位の比（エチレン単位／プロピレン単位）は
、４０／６０～９５／５にあること
（２）ヨウ素価が０．５～５０（ｇ／１００ｇ）であること
（３）１３５℃デカリン中で測定した極限粘度が０．０１～２ｄｌ／ｇであること
（４）ＧＰＣにより測定した分子量分布（Ｍｗ／Ｍｎ）が３～５０であること
【００３５】
　液状エチレン・プロピレン・非共役ポリエン共重合体ゴムとしては、例えば、三井化学
株式会社製、液状ＥＰＴ（製品名）を用いることができる。また、特開２００８－５６７
２３号公報の記載に基づき合成することができる。
【００３６】
（Ｂ）有機化酸化物架橋剤
　（Ｂ）有機過酸化物架橋剤は、それ自身が分解しラジカルを発生することで分子同士に
架橋構造を導入するものであるが、ゴム材料のみに限らず各種ポリマーに架橋構造を導入
させる場面において幅広く使用されている。このため、材料・加工条件に合わせた多くの
種類のものが容易に入手可能であり、組成および加工条件に応じた適当なものを選択する
ことが容易である。
【００３７】
　（Ｂ）有機化酸化物架橋剤には、ヒドロパーオキサイド、ジアシルパーオキサイド、パ
ーオキサイドエステル、ジアルキルパーオキサイド、ケトンパーオキサイド、パーオキシ
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ケタール、パーオキシカーボネートなどの種類があり、いずれの種類を用いることもでき
るが、中でも好適なのはジクミルパーオキサイドに代表されるジアルキルパーオキサイド
類、１，１－ビス（ｔ－ブチルパーオキシ）３，３，５トリメチルシクロヘキサンに代表
されるパーオキシケタール類である。また、これらの有機過酸化物架橋剤は希釈剤等によ
り希釈して用いることができる。
【００３８】
　本発明における（Ｂ）有機過酸化物架橋剤は、（Ａ）液状エチレン・プロピレン共重合
体ゴム１００質量部に対する配合量が、１～８質量部であり、好ましくは２～５質量部、
さらに好ましくは２．５～４質量部である。なお、配合量は架橋剤当量であり、希釈され
た架橋剤を用いるときは、架橋剤成分のみの質量が当数値範囲内に入るようにすることが
必要である。
【００３９】
　（Ｂ）有機過酸化物架橋剤の配合量は、１質量部よりも少ないと、液状ゴム組成物の架
橋度が低いため、ペースト状もしくはパテ状となって成形体として取り扱えないか、もし
くは成形体を熱伝導性シートとして使用した際に、熱が加わる（５０℃以上）ことで未架
橋成分が染み出すなどの不具合が生じてしまう。一方、８質量部以上配合すると、本発明
の目的である柔軟性が損なわれる。
【００４０】
　特に、（Ａ）液状エチレン・プロピレン・非共役ポリエン共重合体ゴムの数平均分子量
Ｍｎに応じて、架橋剤の配合量ｍは、（式１ａ）によりｍで表せる質量部の範囲内にある
ことが好ましい。
　２０００／Ｍｎ＜ｍ＜５０００／Ｍｎ　（式１ａ）
　これは、分子が小さいほど架橋密度を高くする必要があり、分子量が大きいものであれ
ば架橋密度が低くて済むためである。
【００４１】
　また本発明では、架橋剤と併用してトリアリルイソシアヌレート（ＴＡＩＣ）、トリメ
チロールプロパントリメタクリレートなどの架橋助剤をさらに添加してもよい。架橋助剤
は架橋反応を効率的に進行させるための助剤であり、本発明においても通常の使用と同様
に架橋反応を効率的に進行させるために添加することができるが、本発明において重要で
ある柔軟性を損なわないように注意が必要であり、その配合量は好ましくは（Ａ）液状エ
チレン・プロピレンゴム１００質量部に対して１０質量部以下である。
【００４２】
（Ｃ）金属水酸化物フィラー
　本発明に用いる金属水酸化物としては、水酸化マグネシウム、水酸化アルミニウム等が
挙げられ、これらを単独で用いても、または二種類以上を混合して用いても良い。ここで
用いられる金属水酸化物は、レーザー回折法、動的光散乱法などにより計測される平均粒
径（ｄ５０値）が好ましくは０．５～３０μｍ、さらに好ましくは８～３０μｍであり、
粒度分布において、分散が単分散の一山型のピークを示すものでも、粒度分布において、
分散が複数の分散ピークを示し複数山型であるもののどちらも用いることができるが、こ
のような複数分散を有する粒子は、異なる単分散を有する粒子を、２種類以上所定量ずつ
混合することで得ることができるが、より柔軟な組成物とするためには後者の方が望まし
い。
【００４３】
　一方、柔軟性および高い熱伝導率を得るためにはフィラーの粒径は大きい方が好適であ
る。しかしながら、本発明においては、ｄ５０値が３０μｍ以上の水酸化アルミニウムを
使用すると成形後の表面状態が荒れやすく、また、そのため難燃性も低下しやすいため、
好ましくない。
【００４４】
　また、（Ａ）液状エチレン・プロピレン共重合体ゴムとの相容性のため、上記（Ｃ）金
属水酸化物フィラーは脂肪酸および／またはカップリング剤により表面処理されているこ
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とがより好ましい。脂肪酸としては、ステアリン酸、マルガリン酸、パルチミン酸、オレ
イン酸などが挙げられ、これらから一種類以上を選ぶことができる。また、カップリング
剤はシランカップリング剤、チタンカップリング剤、アルミネートカップリング剤などが
挙げられ、これらから一種類以上を選んで用いることができる。しかし中でも、チタンカ
ップリング剤を用いることが特に好ましく、これを用いた組成物においてその加工性がよ
く、また組成物を架橋して得られる成形体の難燃性、柔軟性が特に良いものが得られる。
【００４５】
　これら表面処理剤の処理量については特に制限はないが、一般に粉体に対し０．１～５
％の処理量が用いられ、これは処理する金属水酸化物の平均粒径等により調整される。
【００４６】
　また本発明では、（Ｃ）金属水酸化物フィラーを（Ａ）液状エチレン・プロピレン共重
合体ゴム１００質量部に対し、１００～１０００質量部配合することにより高難燃性、高
熱伝導性および柔軟性を持つ成形体が得られる。１００質量部以下になると難燃性が不足
してしまい、１０００質量部以上になると成形体の硬度が高くなりすぎる。（Ｃ）金属水
酸化物フィラーの（Ａ）液状エチレン・プロピレン共重合体ゴム１００質量部に対する含
有量は、好ましくは２００～６００質量部、さらに好ましくは２５０～４５０質量部であ
る。
【００４７】
　本発明では、成形体の形状には特に制限はなく、用途に応じた形状に成形して用いるこ
とができるが、成形体の厚さが薄くなった際には本発明の目的とする難燃性が損なわれや
すくなるため注意が必要である。そのため、特に、本発明の成形体を２．０ｍｍ以下の厚
さにて用いる場合には、（Ｃ）金属水酸化物フィラーの配合量は２００質量部以上が望ま
しく、同様に、１．５ｍｍ以下の厚さでは２５０質量部以上、１．０ｍｍ以下の厚さでは
３００質量部以上、０．５ｍｍ以下では３５０質量部以上であることが好ましい。
【００４８】
　ただし、難燃助剤を別途添加した場合においては、これらの（Ｃ）金属水酸化物フィラ
ーの配合量を減量することができる。
【００４９】
　一方、本発明では好ましくはアスカーＣ硬度４０以下の柔軟な成形体が得られるが、特
にアスカーＣ硬度３０以下の柔軟性が必要となる用途においては、（Ｃ）金属水酸化物フ
ィラーの配合量は６００部以下であることが好ましい。
【００５０】
（Ｄ）熱伝導性フィラー
　本発明では、（Ｃ）金属水酸化物フィラーを多量に配合することにより高い難燃性を得
ると同時に、高い熱伝導性を得ているが、さらに（Ｃ）金属水酸化物以外から選ばれる（
Ｄ）熱伝導性フィラーを配合することにより、さらに熱伝導率に優れた組成物を得ること
ができる。
【００５１】
　このような（Ｄ）熱伝導性フィラーとしては、例えばアルミニウム、銅、銀などの金属
、酸化アルミニウム、酸化亜鉛、窒化珪素、窒化ホウ素、窒化アルミニウムなどのセラミ
ックス、およびダイヤモンドなどの高い熱伝導率を有する物質の粉体が挙げられる。これ
らのなかでも、電気・電子機器分野での使用においては、絶縁性であるものを用いるのが
より好ましい。また、これらは１種類を単独で配合してもよいし、２種類以上を混合して
用いてもよい。
【００５２】
　また、（Ｄ）熱伝導性フィラーを配合する場合の配合量は、その、組成物全体に占める
体積率ＸＤが下記（式２）で表される範囲となるように配合することが好ましい。ただし
、ＸＣは（Ｃ）金属水酸化物フィラーの組成物全体に占める体積率を表す。
　　ＸＤ＋ＸＣ≦０．７・・・（式２）
　これ以上の配合量となると組成物の硬度が高くなり、柔軟性が損なわれてしまうため、
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本発明において不適である。
【００５３】
　（Ｄ）熱伝導性フィラーは球状もしくは球状により近いものを用いるのがより好ましい
。これは不定形（角張った形状）では液状ゴムに配合した際に粘度が極端に上がりやすく
、配合が困難になることが多いほか、成形体の柔軟性も損なわれやすいためである。
【００５４】
　（Ｄ）熱伝導性フィラーのｄ５０値は特に制限はないが、５～１００μｍにあることが
より望ましく、単一の平均粒径のものを用いても、２つ以上の異なる平均粒径を持つもの
を混合して用いても良いが、柔軟性のためには後者のほうがより好ましい。また、（Ｃ）
金属水酸化物フィラーと同様、表面処理がなされているほうが好ましい。
【００５５】
（その他の添加剤等）
　また、本発明の液状ゴム組成物では、さらに必要に応じて架橋助剤、加工助剤、分散剤
、老化防止剤、光安定剤、難燃助剤（ハロゲン、リンを含むものを除く）、着色剤、脱泡
剤などを本発明の目的とする特性を損なわない範囲内で添加してもよい。その配合量は（
Ａ）液状エチレン・プロピレン共重合体ゴム１００質量部に対し１００質量部以下が好ま
しく、さらに好ましくは１０質量部以下である。
【００５６】
（組成物の調製および成形体を得る方法）
　本発明においては、（Ａ）液状エチレン・プロピレン共重合体ゴム、（Ｂ）架橋剤、（
Ｃ）金属水酸化物フィラー（、および必要に応じて（Ｄ）熱伝導性フィラー）を配合した
液状ゴム組成物の、Ｅ型粘度計を用いて２０℃で測定される降伏応力が０．１～１０００
Ｐａ、好ましくは５～５００Ｐａ、さらに好ましくは５０～４００Ｐａの範囲にあるもの
を架橋させて成形体を得る。組成物の粘度が上記範囲内にあることにより、組成物の成形
性が良く、架橋させた組成物の柔軟性、粘着性が適当なものが得られる。組成物の粘度が
０．１Ｐａ・ｓｅｃ以下では架橋後の成形体の強度が弱く脆くなってしまい、１０００Ｐ
ａ・ｓｅｃ以上では架橋後の組成物の柔軟性が損なわれてしまう。
【００５７】
　本発明に用いる液状ゴム組成物は、通常の液状ゴムと同様な方法により調整することが
できる。すなわち、プラネタリーミキサーなどの密閉式混合攪拌機、もしくは、３本ロー
ル、オープンロールなどのロール類、自転公転ミキサーなどである。（Ａ）非シリコーン
液状ゴムと（Ｂ）架橋剤、（Ｃ）金属水酸化物（、および（Ｄ）熱伝導性フィラー）は一
括して混練しても良いし、先にどちらかを配合し混練した後に他方を配合しても良い。し
かし、（Ｂ）架橋剤は配合量が少なく、また、均一に分散させることが好ましいため、あ
らかじめ（Ａ）非シリコーン液状ゴムと（Ｂ）架橋剤を混合、均一にした後に（Ｃ）金属
水酸化物フィラー（、および（Ｄ）熱伝導性フィラー）を配合するほうがより好ましい。
【００５８】
　また、本発明の液状ゴム組成物は粘度によっては、混合・攪拌により発熱、温度が上昇
しやすい。使用する有機過酸化物架橋剤の種類によって、比較的低温でも分解が進行する
ものがあるため混合・攪拌中の温度が上がり過ぎないように注意する必要があり、場合に
よっては冷却することが望ましい。
【００５９】
　上記のようにして得られた、本発明における液状ゴム組成物は、既知の方法により成形
・架橋させることができ、例えば熱伝導性シートとして使用することができる。即ち、イ
ンジェクション、プレス、トランスファー、注型、といった手法により成形可能である。
また、架橋反応は通常熱をかけることにより進行させることができるが、電子線や紫外線
を使用することも可能である。
【００６０】
　上記方法により得られる架橋成形体は、ゲル分率ｘが５～６０（％）の範囲にあり、好
ましくは５～４０（％）、さらに好ましくは１０～３５（％）となるようにする。５％以
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下になると、成形体として形状を保つのが難しいほか、熱が加わった際に未架橋成分が染
み出す可能性がある。一方、６０％以上となると、架橋分が多くなり、硬度が高くなるた
め、本発明の目的において不適である。
【００６１】
　ところで、上記架橋後の成形体のゲル分率は、（Ｃ）金属水酸化物フィラー（および（
Ｄ）熱伝導性フィラー）の配合量が高いものにおいて、上記範囲内で相対的に低くなるよ
うにする。これは、フィラー配合量が多いものほど成形体の硬度が高くなりやすいためで
ある。逆に、フィラー配合量が低いものでは、成形体のゲル分率は上記範囲内で相対的に
高めであることが望ましい。
【００６２】
　なお、ここでいうゲル分率は以下に示す方法にて測定されたものとする。
【００６３】
　組成物を架橋させた成形体約０．１ｇ（ｍ１（ｇ）とする）をシクロヘキサン（純度９
５％以上）約１００ｇへ浸漬し、常温（２０℃）にて２４時間以上保持する。次に一度シ
クロヘキサンを捨て、新しいシクロヘキサンと取り替え、さらに２４時間以上保持し、未
架橋のゴム成分を抽出する。その後、成形体を静かに取り出し、真空乾燥機にて８０℃に
て１６ｈｒ以上真空乾燥させる。乾燥後の成形体の質量ｍ２（ｇ）を測定し、これと、あ
らかじめ求めておいた元の組成物における液状ゴム成分以外の質量割合ｙ（＝液状ゴム成
分以外の質量／組成物全体の質量）から、ゲル分率ｘを以下の式より求める。
ｘ（％）＝（成形体に含まれるゴム質量のうちシクロヘキサンに不溶の質量）／（成形体
に含まれるゴム質量）×１００
　　　　＝（架橋されたゴム分）／（全体のゴム分）×１００
　　　　＝（ｍ２－（ｍ１×ｙ））／（ｍ１－（ｍ１×ｙ））×１００
【００６４】
（粘着性）
　また、成形体の表面はＪＩＳ　Ｚ　０２３７に基づくボールタック３以上の粘着性を有
することが望ましい。これは、本発明の成形体を発熱部品および／もしくは放熱部品と接
触させた際に、その成形体のみで隙間なく密着すること、また振動などでその位置がずれ
ないために重要である。
【００６５】
　本発明の成形体はＵＬ－９４　２０ｍｍ燃焼試験にて評価される難燃性レベルがＶ－０
である高難燃性の成形体であることが好ましい。
【００６６】
（成形体の応用）
　上記の手法にて得られた本発明の成形体は熱伝導用成形体である。本発明の熱伝導用成
形体は、特にシート状に成形し、熱伝導性シートとして電気・電子機器の内部において発
熱部品と放熱部品との間に介在させ熱を効率的に伝導させる用途に対して好適に用いるこ
とができる。
【００６７】
　具体的には、ノート型を含むパーソナルコンピューター、携帯電話、オーディオ機器類
、デジタルカメラ、デジタルビデオ、照明類、液晶画面等発熱する光源を有するディスプ
レイ、自動車用電子機器類等に用いることができる。
【実施例】
【００６８】
　以下、実施例により本発明を詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるも
のではない。
【００６９】
（実施例１～１１）
　（Ａ）液状エチレン・プロピレン共重合体ゴム、（Ｂ）架橋剤、（Ｃ）金属水酸化物、
（Ｄ）熱伝導性フィラーおよびその他の添加剤を、表１に示す割合（質量部）で秤量した
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。まず（Ａ）液状エチレン・プロピレン共重合体ゴムと（Ｂ）架橋剤を、ハイブリッドミ
キサーＡＲ－２５０（キーエンス（株）製）にて混合し、ついで（Ｃ）金属水酸化物フィ
ラーおよび（Ｄ）熱伝導性フィラー、その他の配合剤を配合、混合した。
　混合された組成物を所定のモールドに流し込み、１００トンプレスにて１５０℃にて２
０分間保持することにより架橋するとともに、１０ｍｍ、２．０ｍｍ、１．０ｍｍ厚およ
び０．５ｍｍ厚のシートをそれぞれ成形した。
【００７０】
（評価試験）
　実施例１～１２のシートを用いて以下の評価試験を行った。結果を表１～２に示す。
・熱伝導率
　１０ｍｍ厚のシートを用いて、迅速熱伝導率計ＱＴＭ－５００（京都電子工業（株）製
）にて熱伝導率（Ｗ／ｍＫ）を２０℃で測定した。
・硬度
　１０ｍｍ厚のシートを用いて、アスカーＣ硬度計（高分子計器（株）製）により硬度の
測定を２０℃行った。
【００７１】
・難燃性
　２．０ｍｍ、１．０ｍｍ、０．５ｍｍのシートを用い、ＵＬ－９４に定められた２０ｍ
ｍ垂直燃焼試験を実施し、難燃性評価がＶ－０となったものについて“○”とした。
【００７２】
・シロキサンの発生
　架橋されたシートから切り出した１～５ｇの小試験片を１００℃に保持したときの低分
子シロキサンの発生を測定し、検出下限以下の場合は「なし」、検出されたものについて
は×で示した。
【００７３】
（比較例１～５）
　表３に示す組成内容に変更した以外は実施例１～１２と同様にしてサンプルを作製し評
価試験を行った。評価試験の結果を表３にあわせて示す。
【００７４】
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【表１】

【００７５】
【表２】

【００７６】
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【表３】

【００７７】
（材料）
　表１～３における材料は以下の通りである。
（Ａ）液状エチレン・プロピレン共重合体ゴム
　液状ＥＰＴゴムａ；液状エチレン・プロピレン・非共役ポリエン共重合体ゴム、三井化
学（株）製、Ｍｎ＝９２０
　液状ＥＰＴゴムｂ；液状エチレン・プロピレン・非共役ポリエン共重合体ゴム、三井化
学（株）製、Ｍｎ＝１９８０
（Ｂ）有機過酸化物架橋剤 
　１，１－ビス（ｔ－ブチルパーオキシ）３，３，５トリメチルシクロヘキサン、商品名
：パーヘキサＣ、日油（株）製を流動パラフィンにより７０質量％に希釈したもの（Ｂ’
）シラン架橋剤
Ｃ６Ｈ５Ｓｉ（－ＯＳｉ（ＣＨ３）２Ｈ）３で表されるＳｉＨ基含有化合物
（Ｃ）金属水酸化物フィラー
　水酸化アルミニウムａ；商品名：Ｂ１５３Ｔ、日本軽金属（株）製、ｄ５０＝１５μｍ
、チタンカップリング剤処理
　水酸化アルミニウムｂ；商品名：Ｂ７０３Ｔ、日本軽金属（株）製、ｄ５０＝２μｍ、
チタンカップリング剤処理
　水酸化マグネシウムａ；商品名：キスマ５Ａ、協和化学工業（株）、ｄ５０＝１μｍ、
ステアリン酸処理
（Ｄ）熱伝導性フィラー
　球状アルミナ；商品名：ＡＷ５０－７４、マイクロン（株）製
その他助剤
　架橋助剤；トリアリルイソシアヌレート、商品名：タイク、日本化成（株）
　難燃助剤；スズ酸亜鉛、商品名：Ｆｌａｍｔａｒｄ　Ｓ、デーケーファイン（株）製
【００７８】
　表１～２に示されるように、実施例１～１２のシートでは、熱伝導率が０．７ｗ／ｍＫ
以上の高熱伝導性と、アスカーＣ硬度３９以下の柔軟性と、少なくとも２．０ｍｍ厚にお
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けるＵＬ－９４の垂直燃焼試験での難燃性評価Ｖ－０の難燃性を有し、低分子シロキサン
の発生もない。
　これに対し、表３に示されるように、比較例１では硬化せず成形できなかった。また、
比較例２では、柔軟性および難燃性に劣るものであった．比較例３では難燃性に劣るもの
であった。比較例４では柔軟性に劣るものであった。比較例５では有害な低分子シロキサ
ンが発生した。
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